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優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第二区分事業所） 

１ 目的等 

（１）目的

この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号。

以下「条例」という。）第５条の15第１項の規定に基づき、対策の推進の程度が特に優れた事業

所（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成13年東京都規則第34号。以

下「規則」という。）第４条の16の表に規定する第二区分事業所に限る。）の基準を定めること

を目的とする。 

（２）定義

この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

ア 特定地球温暖化対策事業所 条例第５条の７第９号に規定する特定地球温暖化対策事業

所をいう。 

イ トップレベル事業所 規則第４条の20第３項第２号に規定する地球温暖化の対策の推進

の程度が極めて優れた事業所をいう。 

ウ 準トップレベル事業所 規則第４条の20第３項第１号に規定する地球温暖化の対策の推

進の程度が特に優れた事業所をいう。 

エ トップレベル事業所等 トップレベル事業所及び準トップレベル事業所をいう。

オ 認定申請事業所 条例第５条の15第１項に規定する申請を行う特定地球温暖化対策事業

所をいう。 

カ 認定申請事業所の用途 認定申請事業所を構成する単一の又は複数の用途として、認定

申請事業所ごとに、別に定める優良特定地球温暖化対策事業所認定ガイドライン（第二区

分事業所）（以下「認定ガイドライン」という。）に基づき決定するものをいう。 

（３）基本的考え方

ア トップレベル事業所等は、現時点で実用段階にある省エネルギー対策の取組状況を総合

的に評価して認定する。 

イ トップレベル事業所等に求める地球温暖化対策の水準は、特定地球温暖化対策事業所の

目標として達成可能なものとする。 

ウ 認定基準は、省エネルギー技術の進展に合わせて、見直しを行うものとする。

エ トップレベル事業所等の認定を公正に行うため、省エネルギー分野の専門家で構成され

た委員会（以下「トップレベル審査委員会」という。）を設置し、意見を聴くものとする。 

２ トップレベル事業所等の認定 

（１） トップレベル事業所等の認定

東京都（以下「都」という。）は、認定申請事業所が次の事項を全て満足しているとき、トッ

プレベル事業所等に認定する。 

ア 地球温暖化対策推進状況評価書について、登録検証機関の検証の結果が「適合」であっ

て、その検証の方法が適正であること、又は、検証の結果が「都と要協議」であるが、協

議の結果、「適合」に相当するものと認められること。 

イ 都による審査及びトップレベル審査委員会において、地球温暖化対策推進状況評価書の
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内容が適正と認められること。 

ウ 地球温暖化対策推進状況評価書における総合得点が、（２）に定めるトップレベル事業所

等の地球温暖化対策の認定水準を満足していること。 

エ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）第５条第１項に基づく

工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成21

年経済産業省告示第66号）に規定するところにより管理標準を設定し、それに基づきエネ

ルギーの使用の合理化に係る調整、計測・記録、保守・点検等を適切に行っていること。 

 

（２）トップレベル事業所等の地球温暖化対策の認定水準 

認定申請事業所は、３（１）に定める評価項目について、３（３）に定める計算方法に従い、

認定申請事業所の地球温暖化の対策の推進の程度を評価する総合得点を算定する。 

トップレベル事業所の地球温暖化対策の認定水準は、３（２）に定めるトップレベル事業所

の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正後の総合得点）が

80.0点以上であることとする。 

準トップレベル事業所の地球温暖化対策の認定水準は、３（２）に定める準トップレベル事

業所の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正後の総合得点）

が70.0点以上であることとする。 

 

３ 評価項目及び総合得点算定方法 

特定地球温暖化対策事業所における地球温暖化対策の推進の程度を評価する項目（以下「評

価項目」という。）を設定する。評価項目は、認定申請事業所がトップレベル事業所等に認定さ

れるための要求事項であるとともに、特定地球温暖化対策事業所が効果的に地球温暖化対策を

推進するための対策メニューを示すものである。 

認定申請事業所の地球温暖化対策の推進の程度は、別表第１の評価項目の欄に掲げる削減対

策に対して、当該評価項目ごとに別表第２の取組状況の程度の欄に掲げる区分又は同表の評価

点の欄に掲げる式の値により把握するものとする。 

（１）評価項目 

評価項目は、現時点で実用段階にある省エネルギー対策等を基本に設定し、Ⅰ 一般管理事

項、Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項、Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項に分類し

て、別表第１の評価項目の欄に掲げる。なお、Ⅱ及びⅢについては、ユーティリティ設備等、

建築設備、建物、再生可能エネルギー・未利用エネルギー（以下これらの分類に属する評価

項目を「共通部分」という。）、生産・プラント・特殊設備、上水道施設、下水道施設、廃棄

物処理施設にさらに分類している。 

共通部分は、全ての用途の認定申請事業所に共通する評価項目である。生産・プラント・

特殊設備は、上水道施設、下水道施設及び廃棄物処理施設のいずれにも該当しない工場その

他の用途（以下「工場その他の用途」という。）の認定申請事業所に限定して用いられる評価

項目である。上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は、それぞれ上水道施設、下水道施

設、廃棄物処理施設の用途の認定申請事業所に限定して用いられる評価項目である。 

なお、工場その他の用途の認定申請事業所において、エネルギーの使用の合理化に関する

法律第１４条第３項の規定により主務大臣が定める中長期的な計画の作成のための指針で検

討対象として掲げられている事項のうち、設備性能の向上に資するものを平成１７年度以降

に導入し、エネルギー使用量削減の有効性が認められるときは、当該事項（以下「追加評価
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事項」という。）を当該事業所における評価項目に加えることができる。 

また、各評価項目は、重要度や難易度等を考慮して、必須項目、一般項目、加点項目に分

類する。各評価項目の評価分類は、別表第１の評価分類の欄において「○」の印が記された

分類とする。なお、評価項目に係る設備の設置年度が、別表第１の緩和措置等の欄に掲げる

条件に該当する場合は、同欄に掲げるところにより、評価分類を「△」の印が記された分類

に変更する。 

「必須項目」：全ての認定申請事業所において、評価の対象とする。また、トップレベル

事業所等が必ず取り組むべきものとして評価を行う。 

「一般項目」：全ての認定申請事業所において、評価の対象とする。また、トップレベル

事業所等が優先的に取り組むべきものとして評価を行う。 

「加点項目」：認定申請事業所において、取組を行っているとき、評価の対象とする。 

ただし、「必須項目」及び「一般項目」については、評価対象となる設備等が認定申請事業

所に存在しない場合であって、別表第２の評価点の欄に「－」印の選択肢があるときは、評

価項目から除外するものとする。 

 

（２）トップレベル事業所等の必須要件 

必須項目である評価項目について、それぞれ、次のとおり不合格要件を定める。 

ア 「１ａ．１高効率蒸気ボイラーの導入」の不合格要件 

設置年度が平成７年度（1995年度）より前又は平成24年度（2012年度）より後の蒸気

ボイラーを1台でも使用している場合であって、全ての蒸気ボイラーのボイラー効率が、

ボイラー機種に応じて別表第２の表１．３の水準の欄に掲げる数値未満であること。 

イ 「１ｂ．１高効率熱源機器の導入」の不合格要件 

設置年度が平成７年度（1995年度）より前又は平成24年度（2012年度）より後の熱源

機器を1台でも使用している場合であって、全ての熱源機器の定格ＣＯＰ又はボイラー効

率が、熱源機種に応じて別表第２の表２．３又は表２．４の水準の欄に掲げる数値未満

であること。 

ウ ア及びイ以外の評価項目の不合格要件 

当該評価項目の取組状況の程度が、別表第２の取組状況の程度の欄に掲げる選択肢に

おいて最も低い取組状況であること。 

 

トップレベル事業所の必須要件は、必須項目である評価項目について不合格要件に該当す

るものの数が０であることとする。 

準トップレベル事業所の必須要件は、最も古い建物の竣工年度が平成25年度（2013年度）

以降に竣工した認定申請事業所にあっては、必須項目である評価項目について不合格要件に

該当するもの数が２以内であることとし、最も古い建物の竣工年度が平成24年度（2012年度）

以前に竣工した認定申請事業所にあっては、必須項目である評価項目について不合格要件に

該当するものの数が４以内であることとする。 

なお、不合格要件は、次に掲げる基本的な考え方に基づき定めている。 

ア 継続的に削減対策を推進するための体制等の整備、設備の管理業務等が十分に行われて

いること。 

イ 現時点で実用段階にある高効率機器が導入されていること。 
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（３）総合得点の計算方法 

ア 総合得点 

総合得点は、イに定める配点において必須項目及び一般項目である評価項目の得点を合

計して基礎得点とし、これに加点項目である評価項目の得点を加算した得点（小数点以下

第１位未満の数値を切り捨てて得た数値）とする。なお、加点項目の合計点数は、20.0点

を上限とする。 

各評価項目の得点は、ウに定める取組状況の評価点に、エに定める重み係数を乗じて得

た数値とする。 

 

イ 配点 

評価項目（加点項目を除く。）を次のⅠ、Ⅱ、Ⅲの区分に分類し、各評価項目の区分の配

点を次のとおり定める。 

Ⅰ 一般管理事項：10点 

Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項：60点 

Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項：30点 

 

ウ 取組状況の評価点 

取組状況の評価点（以下「評価点」という。）は、各評価項目に対する評価内容に応じて

１点から０点の間で定めるものであり、取組状況の程度に応じて別表第２の評価点の欄に

掲げる点数又は同欄に掲げる方法により算定した数値（小数点以下第３位未満の数値を四

捨五入して得た数値）とする。 

別表第２の取組状況の程度の欄に掲げる選択肢の選択及び評価点の算定に用いる数量の

把握については、別表第２の備考に掲げる方法等及び認定ガイドラインに基づき行うもの

とする。 

なお、別表第３に掲げる評価項目については、当該評価項目の評価対象の欄に掲げる設

備等に係る数量を用いて取組状況の程度を判断する。 

 

エ 重み係数 

重み係数は、評価項目ごとに次に掲げる式により算定する数値とする。 

重み係数＝Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３×Ｋ４ 
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この式において、Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｋ１ Ⅰ 一般管理事項にあっては、（ア）に定める要求事項の配分比率、 

Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項及びⅢ 設備及び事業所の運用に

関する事項にあっては、（イ）に定めるエネルギー消費先比率 

Ｋ２ Ⅰ 一般管理事項にあっては、（ウ）に定める要求事項内の配分比率、 

Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項及びⅢ 設備及び事業所の運用に

関する事項にあっては、（エ）に定める省エネ率 

Ｋ３ （オ）に定める適用範囲補正係数 

Ｋ４ （カ）に定める得点換算係数 

 

 

（ア）要求事項の配分比率 

要求事項の配分比率は、Ⅰ 一般管理事項における各評価項目の区分（１．ＣＯ２削減

推進体制の整備、２．図面、管理標準等の整備など）ごとの重要度に応じて設定するも

のである。 

各評価項目の要求事項の配分比率は、当該評価項目が属する別表第４の区分の欄に掲

げる区分ごとに、要求事項配分比率の欄に掲げる数値とする。 

 

（イ）エネルギー消費先比率 

エネルギー消費先比率は、当該認定申請事業所のエネルギー消費機器（別表第５のエ

ネルギー消費先区分の項目及び細目の欄に掲げるとおりに区分する。）ごとのエネルギー

消費量の全エネルギー消費量（細目が「外皮」に該当するエネルギー消費量を除く。）に

対する比率であり、各評価項目について当該認定申請事業所のエネルギー消費量にどの

程度の影響を与えるかを示すものである。外皮のエネルギー消費先比率は、別表第７に

示す用途ごとの外皮熱負荷原単位に当該認定申請事業所の用途ごとの床面積を乗じて得

た数値を合計することにより求めるものであり、建物の省エネルギー性能に関する評価

項目について当該認定申請事業所のエネルギー消費量にどの程度の影響を与えるかを示

すものである。 

各評価項目のエネルギー消費先比率は、当該評価項目が関係するエネルギー消費先区

分（別表第６の当該評価項目のエネルギー消費先区分の欄に掲げるものとする。）の当該

認定申請事業所におけるエネルギー消費先比率として、次に定める方法により求める数

値とする。 

認定申請事業所におけるエネルギー消費先区分（細目）ごとのエネルギー消費量は、

認定申請事業所内の全てのエネルギー消費機器に関して、エネルギー消費機器又は機器

群ごとに計量器等による実測又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計により求めたエ

ネルギー消費量を、区分ごとに合計することにより求めるものとする。ただし、エネル

ギー消費量が多いものとして認定ガイドラインに示すエネルギー消費機器を除き、この

方法でエネルギー消費量を求めることが困難な機器又は機器群については、単位面積当

たりのエネルギー消費量等に基づく推計により求めることができる。 

認定申請事業所全体のエネルギー消費量は、エネルギー消費先区分（細目「外皮」を

除く。）ごとのエネルギー消費量を合計することにより求める。 
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（ウ）要求事項内の配分比率 

要求事項内の配分比率は、１．ＣＯ２削減推進体制の整備、２．図面、管理標準等の整

備など５つの評価項目の区分ごとに、当該区分の中における各評価項目の重要度に応じ

て設定するものである。 

各評価項目の要求事項内の配分比率は、別表第４の要求事項内の配分比率の欄に掲げ

る数値とする。 

 

（エ）省エネ率 

省エネ率は、各評価項目に係る削減対策を実施した場合における平均的な省エネ率を

表すものである。 

各評価項目の省エネ率は、別表第６の省エネ率の欄に掲げる数値とする。 

ただし、追加評価事項の省エネ率については、当該事項に係る削減対策による前年度

のエネルギー消費量の削減量の実績値（一次エネルギー換算値。以下「エネルギー削減

量実績値」という。）と、前年度の認定申請事業所全体のエネルギー消費量（別表第５に

示すエネルギー消費先区分（細目「外皮」を除く。）ごとのエネルギー消費量の合計値で、

一次エネルギー換算値）の実績値との比の値とする。 

この場合において、エネルギー削減量実績値は、計量器等による実測値又は設備仕様

及び実稼動条件等に基づく推計値とする。複数の削減対策を追加評価事項としている場

合にあっては、削減対策ごとのエネルギー削減量実績値を合計した値を認定申請事業所

のエネルギー削減量実績値とする。 

 

（オ）適用範囲補正係数 

適用範囲補正係数は、設備機器等の適用範囲により各評価項目の省エネ率を補正する

ものである。 

各評価項目の適用範囲補正係数は、別表第６の適用範囲補正係数の欄が空欄でない評

価項目にあっては、別表第８の適用範囲補正係数の欄に掲げる方法により算定される数

値（小数点以下第３位未満の数値を四捨五入して得た数値）とし、それ以外の評価項目

にあっては１とする。なお、適用範囲補正係数の算定に必要な設備等に係る数量を別表

第３に掲げる。 

 

（カ）得点換算係数 

必須項目及び一般項目の評価項目における得点換算係数は、Ⅰ 一般管理事項、Ⅱ設備

及び建物の性能に関する事項、Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項の評価項目の区分

ごとに、配点を最高点で除した数値とする。評価項目の区分ごとの最高点は、認定申請

事業所が該当する必須項目及び一般項目の評価項目について、次に掲げる式により算定

する数値を合計したものとする。 

評価項目の区分ごとの最高点の合計＝Σ（Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３） 
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この式において、Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｋ１ Ⅰ 一般管理事項にあっては、（ア）で定める要求事項の配分比率、 

Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項及びⅢ 設備及び事業所の運用に

関する事項にあっては、（イ）に定めるエネルギー消費比率 

Ｋ２ Ⅰ 一般管理事項にあっては、（ウ）に定める要求事項内の配分比率、 

Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項及びⅢ 設備及び事業所の運用に

関する事項にあっては、（エ）に定める省エネ率 

Ｋ３ （オ）に定める適用範囲補正係数 

 

また、加点項目の評価項目における得点換算係数は、当該加点項目が属する評価項目

の区分の得点換算係数に、0.8を乗じた数値とする。 

 

（４）複数のエネルギー管理責任者が存在する場合の総合得点の算定方法 

認定申請事業所における地球温暖化対策の推進の程度は、原則として、当該事業所全体を

一括して把握するものとする。しかしながら、認定申請事業所（上水道施設、下水道施設、

廃棄物処理施設に該当するものを除く。）において、複数のエネルギー管理責任者が存在し、

評価項目の取組状況の一括した把握が難しい場合であって、エネルギー管理責任者ごとのエ

ネルギー管理区分の範囲及びエネルギー管理区分ごとのエネルギー消費量が明確に区別でき

るときは、３（３）の計算方法を基本として、次のアからオまでに定める方法により総合得

点を算定できる。 

 

ア 各評価項目の評価分類 

各評価項目の評価分類は、別表第１に掲げるとおりとするが、複数のエネルギー管理責

任者が存在する場合には、次に定めるところにより設備の設置年度による緩和措置を適用

できるかどうかを判断するものとする。 

設備の設置年度による緩和措置の適用がある評価項目については、全てのエネルギー管

理責任者に係る当該認定事業所の全ての設備の中で最も新しい設備の設置年度及び最も古

い設備の設置年度で緩和措置の適用又は不適用を判断する。 

 

イ トップレベル事業所等の必須要件 

トップレベル事業所等の必須要件は、３（２）のとおり判断を行うものとするが、複数

のエネルギー管理責任者が存在する場合には、次に定めるところにより必須要件を満足し

ているかどうかを判断するものとする。 

必須項目である評価項目について、エネルギー管理責任者の中に不合格要件に該当しな

い者が一人でもいる場合には、当該評価項目について、認定申請事業所としては不合格要

件に該当しないものと判断する。 

 

ウ 各評価項目の得点 

エネルギー管理責任者ごとに、その管理区分の範囲を一事業所とみなして、評価項目の

取組状況の程度を把握し、３（３）の計算方法により評価項目ごとに得点を求める。 

３（３）エ（エ）に示す追加評価事項の省エネ率については、エネルギー管理責任者ご

とに、その管理区分の範囲のエネルギー消費量を、認定申請事業所全体のエネルギー消費
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量とみなして算定する。 

認定申請事業所としての各評価項目の得点は、複数のエネルギー管理責任者により算出

された評価項目ごとの得点を、エネルギー管理責任者ごとのエネルギー消費量が認定申請

事業所全体のエネルギー消費量に占める割合で加重平均した数値（小数点以下第３位未満

の数値を四捨五入して得た数値）とする。 

 

エ 一部のエネルギー管理責任者における除外項目の取扱い 

一部のエネルギー管理責任者のみにおいて除外項目となった評価項目は、認定申請事業

所では評価対象として取り扱うこととする。 

認定申請事業所としてのその評価項目の得点は、その評価項目を評価対象としたエネル

ギー管理責任者の得点を、当該エネルギー管理責任者ごとのエネルギー消費量が認定申請

事業所全体のエネルギー消費量に占める割合で加重平均した数値（小数点以下第３位未満

の数値を四捨五入して得た数値）とする。 

 

オ 総合得点 

総合得点は、アに基づき評価項目ごとの認定申請事業所としての評価分類を決定し、ウ

及びエに基づき必須項目、一般項目及び加点項目である評価項目ごとに認定申請事業所と

しての得点を算定した上で、必須項目及び一般項目である評価項目の得点を合計して基礎

得点とし、加点項目である評価項目の得点を加算した得点とする。なお、加点項目の認定

申請事業所としての合計点数は、20.0点を上限とする。 
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